
 

＜報道発表資料＞ 
令和７年５月１６日 

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 
京 都 市 上 下 水 道 局 総 務 部 総 務 課  

 
琵琶湖疏水施設 国宝・重要文化財への指定について 

＜２４か所が重要文化財に、うち５か所が国宝に指定＞ 
 

本日、国の文化審議会において、琵琶湖疏水の諸施設を国宝・重要文化財に新たに指定
することについて、答申が出されました。 

琵琶湖疏水は、明治２３年の竣工以来、豊かな水の恵みで、京都市民の皆様のくらしを
守り、まちの産業や文化を支えており、水道、水力発電、舟運、かんがい、庭園、防火用
水等、総合的な役割を通じて、明治維新において衰退の危機に瀕した京都のまちの再生と
発展を支えた都市基盤施設です。 

今般の答申では、「西洋技術の習得過程にあった明治中期において、当時の土木技術の
粋を集めて築かれ、世界的に高い評価を得た、類い希なる構造物であり、明治日本におけ
る都市基盤施設の金字塔である」と高い評価を受けました。 

「重要文化財」として指定される施設は、大津市から京都市にかけて、２４か所の施設
で、そのうち、５か所が「国宝」として指定されることとなりました。今後、官報告示を
経て、国宝・重要文化財（建造物）となる予定です。 

今もなお、現役で活躍している琵琶湖疏水の役割や価値を将来にわたって継承するとと
もに、魅力創造・情報発信を更に進め、文化を基軸としたまちの魅力・豊かさの向上に 
つなげてまいります。 

 
１ 国宝・重要文化財として指定されるもの：琵琶湖疏水施設２４か所 

⑴ 国宝 ５か所（４所、１基） 
  近代京都を象徴する、明治日本における都市基盤施設の金字塔 

施設名 所在地 施設管理者 建設年 

第一隧
ずい

道
どう

 
京都市 
滋賀県大津市 

京都市 

明治２３年 

第二隧
ずい

道
どう

 

京都市 

明治２１年 

第三隧
ずい

道
どう

 明治２２年 

インクライン 明治２２年 
南禅寺水路閣 明治２１年 



 

＜文化審議会の答申内容＞ 
琵琶湖の湖水を京都へ疏通し、舟運、灌漑

かんがい
、防火、発電、水道といった多岐の機能

を果たす長大な運河の構成施設。西洋技術の習得過程にあった明治中期において、当
時の土木技術の粋を集めて築かれ、世界的に高い評価を得た類い希なる構造物であり、
明治日本における都市基盤施設の金字塔。自然と人工、伝統と近代の景観が織りなす
京都の比類ない風致を育んだ琵琶湖疏水の代表的遺構であり、文化史的意義も極めて
深い。また、近代の土木構造物としては、初めての国宝となる。 

    
⑵ 重要文化財 ２４か所（１６所、４基、４棟） 
  近代京都の形成に大きく寄与した長大な運河とその関連施設 

国宝の５か所に加え、以下の１９か所が指定される。 
施設名 所在地 施設管理者 建設年 

大津閘門及び堰門 
滋賀県大津市 

京都市 

明治２２年 
大津運河 明治２０年 
安朱川水路橋 

京都市 

明治２３年 
第一〇号橋 明治３７年 
第一一号橋 明治３６年 
夷川閘門 明治２３年 

第五隧
ずい

道
どう

 明治２３年 

第六隧
ずい

道
どう

 明治２１年 

日岡隧
ずい

道
どう

 明治４５年 

新旧両水連絡 洗 堰
あらいぜき

 明治４５年 

合流隧
ずい

道
どう

 明治４５年 

蹴上放水所 明治４５年 
七瀬川放水所 明治４４年 
蹴 上 浄 水 場 第 一 高 区 
配水池 

明治４５年 

旧御所水道大日山水源地
喞
ぽん

筒所
ぷ し ょ

 
明治４５年 

蹴上発電所旧本館 
関西電力株式会社 

明治４５年 
夷川発電所本館 大正３年 
伏見発電所本館 大正３年 
本願寺水道水源池 宗教法人真宗大谷派 明治２７年 

※ 名称は、竣工当時の記録による（現在の名称と異なるものがある）。 



 

＜文化審議会の答申内容＞ 
 琵琶湖の湖水を京都へと疏通する長大な運河とその関連施設。舟運、灌漑

かんがい
、防火、発

電、水道等の都市近代化に係る多岐にわたる機能を集約した大規模な施設。特に新技術
を積極的に導入し、建設当時我が国最長規模を誇った第一隧道は、近代トンネルの規範
的存在。明治維新後に衰頽した京都の再興を支えた、京都の近代化を象徴する都市基盤
施設。 

   
⑶ 附

つけたり
指定 ３３７点 

    上記施設に関連する備品や文書などであり、附属的に指定されるもの。以下、所有
者は、京都市と個人。 

   ・ 水車１台、発電機１台（水力発電用の機器） 
   ・ ヴェンチュリーメーター ５台（水の流量を計測する機械） 
   ・ カンテラ １個 

・ 導火線 １本（個人所有） 
   ・ 関係文書 ３２８点（一部、個人所有） 

  



 

【参考①】琵琶湖疏水について  
  琵琶湖疏水は、明治期における事実上の東京遷都によって衰退の危機に瀕した京都の

復興のため建設されました。 
  琵琶湖疏水の完成によって、琵琶湖から京都へ運ばれてくる豊かな水は、水道、水力発

電、舟運、かんがい、防火用水、庭園用水など多目的に利用され、京都の経済や産業、文
化を発展させました。 

  これまで、琵琶湖疏水は、平成８年に第１疏水関連施設の１２か所が国の史跡に指定さ
れ、平成１９年には、経済産業省により近代化産業遺産として認定されました。 

また、陸上交通の発達などの影響によって昭和２６年に途絶えた舟運は、平成３０年に、
約７０年ぶりに観光船「びわ湖疏水船」として復活しました。 

そして、令和２年６月には、琵琶湖疏水のストーリー「京都と大津を繋ぐ希望の水路 
琵琶湖疏水 〜舟に乗り、歩いて触れる明治のひととき」が、日本遺産に認定されました。 

京都を再生と飛躍に導き、現在のまちの姿を形づくった琵琶湖疏水は、今も現役の施設
として、豊かな水の恵みで、市民の皆様のくらしを守り、まちの産業や文化を支えていま
す。 

 
【参考②】国宝・重要文化財について 
 ⑴ 制度の概要 

建造物、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの有形の文化 
的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して「有形文 
化財」と呼んでいます。このうち、重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに世界 
文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。 

  
⑵ 指定基準 

・ 重要文化財（建造物）の指定基準は以下のとおりです。 
建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、

各時代又は類型の典型となるもの 
⑴ 意匠的に優秀なもの 
⑵ 技術的に優秀なもの 
⑶ 歴史的価値の高いもの 
⑷ 学術的価値の高いもの 
⑸ 流派的又は地方的特色において顕著なもの 

 
・ 国宝の指定基準は以下のとおりです。 

重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの 
 



 

 ⑶ 現在の指定件数 
重要文化財に指定されている建造物は、令和７年５月１日現在で、 

２，５８９件（５，５３２棟）で、そのうち国宝は、２３２件（２９８棟）です。 
２３２件の国宝のうち、ほとんどは、近世以前のものであり、近代における建造物の国
宝は３件（５棟）です。今回、琵琶湖疏水の施設が国宝に指定されると、４件目になり
ます。また、近代の土木構造物としては、初めての国宝となります。 

 
＜お問合せ先＞ 

（文化財に関すること） 
京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 
電話：０７５−２２２−３１３０ 
 
（琵琶湖疏水に関すること） 
京都市上下水道局総務部総務課 
電話：０７５−６７２−７８１０ 
 
 
 
 
 
 
 



 

（参考１）国宝・重要文化財に指定される施設の位置 

国宝：①〜⑤  重要文化財：⑥〜㉔ 



 

（参考２）国宝・重要文化財に指定される施設等の概要・写真 

 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 


